
 

問Ⅱ‐７‐①（決議の省略）  

 社員総会の決議の省略は、理事会や評議員会における決議の省略とどのよう

に違うのですか。 

答 

１ 一般社団・財団法人法においては、理事または社員が社員総会の目的であ

る事項について提案をした場合において、社員の全員が書面または電磁的記録

により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議

があったものとみなされます（一般社団・財団法人法第 58 条第１項）。 

  また、評議員会については、理事が評議員会の目的である事項について提

案をした場合において、議決に加わることのできる評議員全員の書面または電

磁的記録による同意の意思表示があった場合は、その提案を可決する旨の評議

員会の決議があったものとみなされます（一般社団・財団法人法第 194 条第１

項）。 

  さらに、理事会については、あらかじめ定款に定めを設けることにより、

理事会の決議の目的である事項につき、議決に加わることのできる理事全員の

書面又は電磁的記録による同意の意思表示がなされ、かつ、監事が異議を述べ

ないときに限り、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなさ

れます（一般社団・財団法人法第 96 条、第 197 条）。 

 

２ 以上のことから、相違点は次のようになります。 

 ① 社員総会の決議を省略する場合には、利害関係を有する社員を含む社員

の同意が必要であるのに対して、評議員会又は理事会の決議を省略する場合

には、利害関係のある評議員又は理事については同意の対象から除かれます。 

 ② 理事会の決議を省略する場合には、定款にその旨の規定が必要とされる

のに対して、社員総会又は評議員会の決議を省略する場合には、定款の規定

がなくとも可能です。 

 ③ 社員総会又は評議員会の決議を省略する場合には、社員又は評議員の同

意のみで足りるのに対して、理事会の決議を省略する場合には、理事の同意

に加えて監事が異議を述べないことが要件とされています。 

 

（参照条文） 

一般社団・財団法人法第 58 条 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案を

した場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思

表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。 

  



一般社団・財団法人法第 96 条 理事会設置一般社団法人は、理事が理事会の決議の目的で

ある事項について提案をした場合において、当該提案につき理事（当該事項について議

決に加わることができるものに限る。）の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思

表示をしたとき（監事が当該提案について異議を述べたときを除く。）は、当該提案を

可決する旨の理事会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる。 

 

一般社団・財団法人法第 194 条 理事が評議員会の目的である事項について提案をした場

合において、当該提案につき評議員（当該事項について議決に加わることができるもの

に限る。）の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を

可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。 

 

 

 


